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令和５年４月 

長崎県文化観光国際部 観光振興課 

令和５年度 

長崎県宿泊施設の緊急環境整備支援事業費補助金 

第３回 申請要領 

●申請期間  令和５年５月１日（月）～ 令和５年５月２６日（金） 

 ※申請書類の提出は原則、メールまたは郵送とします。 

  メールでの提出の場合、県から受信確認のメールを送信しますので必ずご

確認ください。受信確認のメールがない場合、メールを確認出来ておら

ず、審査及び採択ができない可能性がありますので必ずご連絡ください。 

  また、メールの添付ファイル容量合計が 10MB を超えないようご留意く

ださい。 

 ※申請受付締切後、申請内容を審査の上、評価が高い案件から順に採択案件

を決定します。なお、採択案件の補助金額の合計が予算の範囲を超える場

合は、上限額や補助率を調整する場合があります。 

※申請受付締切後、予算額に達しなかった場合は、申請期間を延長または再

募集する場合があります。 

 

●補助上限は、客室数に応じ 1 施設あたり 2,000～6,000 千円となってお

り、第 1 回及び第 2 回の申請で補助上限に達している施設は申請いただけま

せん。 

（補助上限に達していない施設は、第 1 回から第３回の合計で、補助上限の範

囲内で申請いただくことができます。なお、採択の可否は所定の審査を経て

決定します） 

 

●お問い合わせ先・申請書提出先 

 長崎県文化観光国際部観光振興課 観光産業振興班 

 住  所  〒850-8570 

長崎市尾上町３－１ 

 電  話  ０９５－８９４－３１９０ 

 メ ー ル  syukuhakuseibi@pref.nagasaki.lg.jp 

 受付時間  9 時～1７時４５分 ※土、日、祝日を除く 

      （※メールの場合は、時間、土、日、祝日問わず受け付けます） 
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 コロナ禍において、原油価格・物価高騰の影響を受けている宿泊事業者の経営改善

を図るため、省エネ設備や省エネ・省力化につながるシステムの導入などの費用を支

援する補助制度です。 

 

 

 次の（１）～（４）の全てを満たしている者 

（１）長崎県内で旅館業法（昭和 23 年法律第 138 号）第３条第１項に規定する

宿泊施設の営業許可を受け営業していること。ただし、以下の施設を除く。 

○ 農林漁業体験民宿業に係る施設 

○ 国、県又は市町村が所有、管理又は運営する施設 

○ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第

122 号）第２条第６項に規定する店舗型性風俗特殊営業を行っている施設 

（２）宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。 

（３）申請する宿泊施設を運営する事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業

員若しくは構成員等が長崎県暴力団排除条例（平成 28 年条例第 30 号）第２

条に規定する暴力団、暴力団員等及び暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわ

たっても該当しないこと。 

（４）法人税、県税、消費税及び地方消費税の滞納がない又は猶予されていること。 

 

 

 次に掲げる事項とします。 

（１）省エネ設備の導入等に要する経費 

  〇宿泊施設が経営改善に取り組むために実施する、省エネに資する機械設備の導

入等に要する経費（導入に際し必要となる設置費などの付随費用を含む） 

  【具体例】 

高性能ボイラー、省エネ型換気・空調設備、LED 照明設備、節水トイレ 等 

 

（２）省エネ・省力化につながるシステムの導入に要する経費 

○宿泊施設が経営改善に取り組むために実施する、省エネや省力化に資するシス

テムの導入に要する経費 

  【具体例】 

  客室制御システム、エネルギーマネジメントシステム、自動チェックインシステ

ム、モバイルオーダーシステム 等 

 

 

 

１．事業の内容 

２．補助対象者 

３．補助対象経費 
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〇 ５月 １日（月）     ① 事業計画書受付開始   【事業者⇒県】 

〇 ５月２６日（金）       事業計画書受付終了 

〇 ６月上旬         ② 事業計画書の審査    【県】 

                 審査結果の通知     【県⇒事業者】 

                 補助金交付申請依頼   【県⇒事業者】 

〇 ６月中旬以降       ③ 補助金交付申請     【事業者⇒県】 

               ④ 補助金交付決定     【県⇒事業者】 

               ⑤ 事業実施        【事業者】 

〇 １２月２８日（木）まで  ⑥ 事業完了        【事業者】 

          ⑦ 事業実績報告      【事業者⇒県】 

〇 実績報告～３月      ⑧ 事業完了確認      【県⇒事業者】 

                 事業確定通知      【県⇒事業者】 

               ⑨ 補助金交付請求     【事業者⇒県】 

               ⑩ 補助金交付       【県⇒事業者】 

 

※上記の時期は、目安として示しているものであり、審査の状況や事業の進捗状況に

より、それぞれの手続きが上記の時期と異なる場合があります。 

 

 

① 事業計画書受付開始 

➢ 提出書類 

 ・事業計画書（様式第２号） 

 ・旅館業法営業許可書の写し 

 ・見積書等の対象経費が確認できる書類 

 ・施工場所（設備）の現況写真 

 ・その他事業内容が確認できる書類（カタログ、仕様書、図面等） 

 ・直近事業年度の貸借対照表及び損益計算書 

補助率 補助上限額 

２/３以内 

宿泊施設の客室数に応じ、以下のとおりとする。 

〇客室数 30 室以上  ： 6,000 千円 

〇客室数 10～29 室 ： 4,000 千円 

〇客室数９室以下  ： 2,000 千円 

４．補助率及び補助上限額 

５．申請から補助金交付までの流れ 
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➢ 対象経費は原則、交付決定日以降に発生（発注）するもので、事業期間中に終

了（令和５年１２月２８日までに支払い完了）するものが対象となります。 

 

② 事業計画書の審査等 

➢ 申請された事業計画書を審査し、審査結果を通知します。採択となった場合は

補助金交付申請の提出を依頼します。 

 

③ 補助金交付申請 

➢ 提出書類 

 ・交付申請書（様式第１号） 

  ・都道府県税に未納がないことを証明する納税証明書等 

  ・法人税、消費税及び地方消費税に係る未納がないことを証明する納税証明書等 

  ・誓約書（様式第３号） 

  ・その他知事が必要と認める書類 

➢ 補助金は原則、精算払いです。ただし、補助金を活用しなければ事業に必要な

支払いが不可能な場合は、交付申請の際にご相談ください。 

 

④ 補助金交付決定 

➢ 県において申請内容を確認のうえ交付決定し、交付決定通知書により通知しま

す。なお、交付申請額と交付決定額は異なる場合があります。 

➢ 交付決定額は補助金の上限を示すものであり、事業完了後に実績報告書の提出

を受けた後、補助金の額を確定します。 

➢ 補助金交付決定にあたって、必要に応じて条件を付す場合があります。 

 

⑤ 事業実施 

➢ 計画変更等について 

・補助事業の内容を変更しようとするとき又は経費の配分の変更をしようとする

ときは、変更申請書を提出し、あらかじめ県の承認を受けてください。 

・交付決定額よりも経費が高くなる変更は原則認められません。 

・経費区分間の配分額の 20％以内の金額を変更しようとする場合で補助金額に

変更を生じないものについてはこの限りではありません。 

・申請者の名称、所在地、代表者を変更する場合は、県へ届け出てください。 

 

⑥ 事業完了 

➢ 事業実績報告には領収書等、支払いを証する書類の添付が必要ですので、提出

期限に間に合うよう、支払いまで完了させてください。 

➢ 支払いの事実に関する客観性を担保するため、支払いは可能な限り銀行振込と

してください。 



5 

 

⑦ 事業実績報告 

➢ 【提出最終締切】 令和５年１２月２８日（木）まで 

➢ 【提出方法】   メール、郵送等により提出ください。 

➢ 事業終了後 30 日以内又は令和５年１２月２８日までのいずれか早い日までに

提出してください。 

 

⑧ 事業完了確認 

➢ 実績報告書の審査及び必要に応じて現地確認による完了確認のうえ、事業の成

果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認めたときに補助

金の交付額を確定し、確定通知書により通知します。 

➢ 補助金の確定額は、事業に実際要した経費のうち、補助対象経費に補助率を乗

じて得た額（千円未満の端数は切捨て）と交付決定額を比べて、低い方の額と

なります。 

 

⑨ 補助金交付請求 

➢ 補助金の確定通知を受けた後、請求書（様式第１６号）を提出してください。 

 

⑩ 補助金交付 

➢ 補助金は、請求書に記載された口座に振り込みます。 

 

 

≪証拠書類の整理について≫ 

補助金には、透明性、客観性、適切な経理処理が要求されますので、適切な経理処

理の証拠となる書類を整理してください。 

なお、支出の根拠となる証拠書類については、関係書類とともに補助事業の完了し

た日の属する会計年度の終了の日から５年間（令和 1１年３月 31 日まで）保存して

ください。  

 

≪証拠書類に関する留意事項≫ 

1. 見積依頼書（控）・仕様書・カタログ等 

○ 見積りを依頼した内容と、仕様がわかる仕様書や物品の内容が分かるカタログ

を整理してください。 

2. 見積書 

○ 見積りは、文書にて必ず徴収してください。 

○ １件１００万円以上(消費税抜)の支払いを要するものについては、２者以上の

相見積りが必要です。ただし、事業の性質上、やむを得ず相見積りを取ること

ができない場合は、該当企業等を随意契約の対象とする理由書（選定理由書）

を作成してください（様式は任意）。ただし、選定理由が不十分と判断された場

合は、対象となりません。 

６．その他留意事項 
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3. 契約書又は発注書（控） 

○ 補助事業の事業実施期間内の発注であることを確認するため、発注日が確認で

きる書類が必要ですので、契約書や発注書等の作成をお願いします。なお、１

件１００万円以上(消費税抜)の工事を伴う契約については、契約書を作成して

ください。 

4. 設計書・図面等 

○ 設置工事や設備については、設計書や図面を作成してください。 

5. 納品書 

○ 納品物が発注した内容と適合するかどうか必ず確認してください。 

6. 請求書 

○ 必ず発行を受けてください。 

7. 支払確認が可能な書類等 

○ 取引先への支払は、補助事業者である事業者の名義で行ってください。 

○ 支払の確認のために、具体的に必要となる資料は、次のとおりです。 

７－①．銀行振込の場合 

◼ 銀行振込受領書等 

銀行振込受領書、銀行利用明細書、インターネットバンキングによる振込を

証明できるものを印刷したもの等、支払の事実（支払の相手方、支払日、支

払額等）を明確にしてください。 

◼ 通帳のコピー 

表紙、口座名義が印字されているページ、支払該当部分のコピー 

◼ 領収証 

７－②．口座自動振替（口座引落し）の場合 

◼ 通帳のコピー 

表紙、口座名義が印字されているページ、支払該当部分のコピー      

７－③．現金支払いの場合 

◼ 領収証（法人の場合は宛名が法人名のもの。金額の内訳が明記されているも

の。）  消費税が含まれているかどうか領収証に明記してください。 

金額の内訳が明記されていない場合、レシート等の内訳が分かるものを添付

してください。見積書や納品書で内訳が確認できれば、レシート等の添付は

不要です。 

◼ 現金出納簿 

◼ 小口現金出納帳 

小口現金出納帳（任意様式 通常使用されている様式がありましたら、そち

らを使用いただいて構いません。）に現金の受入金額及び支払金額等を記録し

てください。 

◼ 通帳のコピー 

小口現金出納帳の受入れに関する記録と照合します。 

表紙、口座名義が印字されているページ、支払該当部分のコピー 
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７－④．クレジット払いの場合 

◼ 領収証（法人の場合は宛名が法人名のもの。クレジット払いであること金額

の内訳が明記されているもの。） 

◼ 消費税が含まれているかどうか領収証に明記してください。 

◼ クレジット払いであることが明記されていない場合、クレジットカード利用

時に発行される「お客様売上票（お買上票）のお客様控え」添付してくださ

い。 

◼ 金額の内訳が明記されていない場合、レシート等の内訳が分かるものを添付

してください。見積書や納品書で内訳が確認できれば、レシート等の添付は

不要です。 

◼ カード会社発行の「カードご利用代金明細書」（インターネットによる明細を

印刷したものでも構いません。） 

◼ クレジットカード決済口座の通帳の該当部分（口座からの引き落としが補助

事業期間内に完了している必要があります。） 

8. 写真（以下の対象経費については、写真を添付してください。）  

○ 設備費として物品等を購入する場合は、その物を発注者において検査を行った

検収写真（使用していることが分かるように設置されている状態のもの。）及び、

設置工事の施工状況が分かる工事写真（着工前、工事中、完成）。 

 

≪取得財産の管理について≫ 

 本補助金により取得した機械、器具、備品及びその他の財産のうち、取得価格又は 

効用の増加額が１件あたり５０万円(消費税抜)以上のものについて、取得財産等管理

台帳（長崎県宿泊施設の緊急環境整備支援事業費補助金実施要綱様式第２０号）を備

え、管理していただきます。 

なお、これらの財産については、処分制限があり、当該処分制限期間中に、他の目

的に使用する場合や譲渡、廃棄をする場合等には、あらかじめ県の承認を受けなけれ

ばなりません。 

※処分制限期間…取得財産ごとに、以下の省令で定める期間によります。 

「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」（昭和４０年大蔵省令第１５号） 

 

≪補助事業における利益等排除について≫ 

自社調達を行う場合には、調達価格に含まれる利益を排除しなければなりません。  

補助事業において、補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達等に係る経費が

ある場合、補助対象経費の実績額の中に補助事業者自身の利益が含まれることは、補

助金交付の目的上ふさわしくないことから、補助事業者自身から調達・施工等を行う

場合は、原価（当該調達品の製造原価など）をもって補助対象経費に計上します。自

社調達、グループ企業等の関連会社からの調達を実施する場合は、事前にお知らせを

お願いします。 


